
次期医療計画の基本方針案について

● 医療計画は、国が示した「医療提供体制の確保に関する基本方針」（平成19年厚生労働省告示第七十号）（以下、国基本方針

と言う。）に基づいて策定することとされているので、国基本方針も踏まえながら、基本方針を策定する必要がある。

● 県の保健医療に関する基本的な考え方を示すものでもあることから、青森県基本計画及び他保健医療分野の計画の基本方針と

整合性を図る。

● 現行計画の基本方針の内容を継承しつつも、所要の見直しを行う。
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